
１． 管理職への任用に関する状況（令和２年10月１日時点）

（１）管理職員数及び割合

Ⅰ種試験等 Ⅱ種試験等 Ⅲ種試験等 その他 合計

うち女性 うち女性 　 うち女性 うち女性 うち女性

人数(人) 76 15 5 0 22 0 13 1 116 16

割合 65.5% 19.7% 4.3% 0.0% 19.0% 0.0% 11.2% 7.7% 100% 13.8%

人数(人) 80 7 0 0 4 0 10 1 94 8

割合 85.1% 8.8% 0.0% － 4.3% 0.0% 10.6% 10.0% 100% 8.5%

（２）管理職の府省間人事交流の実施状況

室長級 課長級 合計 室長級 課長級 合計

24 32 56 8 10 18
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3 「Ⅱ種試験等」とは、国家公務員採用Ⅱ種試験、法務教官採用試験、外務専門職採用試験、国税専門官採用試験、労
働基準監督官採用試験、その他Ⅱ種試験に準ずる試験をいう。以下同じ。

「Ⅲ種試験等」とは、国家公務員採用Ⅲ種試験、皇宮護衛官採用試験、刑務官採用試験、入国警備官採用試験、その
他Ⅲ種試験に準ずる試験をいう。以下同じ。

「その他」とは、選考採用などをいう。以下同じ。

合計（人）

室長級

課長級

女性の割合は、採用試験別の人数に対する割合を表す。以下同じ。

割合については、小数第二位で四捨五入しているため、それぞれの合計の数字と合わないことがある。以下同じ。

令和2年12月24日

採用府省以外の府省
での勤務者数

（他府省への出向数）

採用府省以外の府省
からの勤務者数

（他府省からの出向数）

文 部 科 学 省
ス ポ ー ツ 庁
文 化 庁

管理職への任用状況等について（令和２年度）

(注)１

2

7

4

「管理職（管理職員）」とは、本府省内部部局、外局の内部部局、内閣府地方創生推進事務局、内閣府知的財産戦略推
進事務局、内閣府宇宙開発戦略推進事務局、内閣府北方対策本部、内閣府子ども・子育て本部、内閣府総合海洋政
策推進事務局、内閣府国際平和協力本部に属する官職であって、職制上の段階が「室長級」又は「課長級」の官職を占
める職員をいう。専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員については対象外。以下同じ。
「Ⅰ種試験等」とは、国家公務員採用Ⅰ種試験、その他Ⅰ種試験に準ずる試験をいう。以下同じ。
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試験区分



２． 本府省管理職に初めて任用された者についての状況（令和元年10月２日～令和２年10月１日）

（１）本府省管理職に初めて任用された職員の採用試験の種類及び勤続年数
イ

Ⅰ種試験等 Ⅱ種試験等 Ⅲ種試験等 その他 合計

うち女性 うち女性 　 うち女性 うち女性 うち女性

人数(人) 13 1 1 0 6 0 1 0 21 1

割合 61.9% 7.7% 4.8% 0.0% 28.6% 0.0% 4.8% 0.0% 100% 4.8%

人数(人) 12 2 0 0 0 0 0 0 12 2

割合 100.0% 16.7% 0.0% － 0.0% － 0.0% － 100% 16.7%

ロ 本府省室長級の官職に初めて任用された職員についての採用から当該任用までに要した勤続年数

ハ 本府省課長級の官職に初めて任用された職員についての採用から当該任用までに要した勤続年数

課長級

室長級

本府省室長級又は課長級の官職に任用されたことのない職員のうち、初めて本府省室長級又は課長級の官
職に任用された職員数及び割合
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（２）本府省管理職に初めて任用された職員の出向経験
（単位：人）

「出向」には、他府省、地方公共団体、民間企業等が含まれる。

３． 採用年次、採用試験の種類等にとらわれない人事運用を行った取組例（令和元年10月２日～令和２年10月１日）

（１）幹部職及び管理職の取組状況

具体的
事例

（２）（１）の事例以外（課長補佐、係長以下（それぞれ相当職を含む））の取組状況

(注)

事例 幹部職(相当職含む） 管理職（相当職含む）

１回０回

1 7

２回以上

13

課長級 110 1

室長級

出向回数

該当なし

文部科学審議官(事務次官級)に初
級試験から採用した職員を採用（総
合職以外の職員を初めて登用)

大臣官房文教施設企画・防災部施
設助成課長に初級試験から採用し
た職員を登用

スポーツ庁長官に民間人材を登用

具体的
事例

採用職種にとらわれない登用

民間人材等の登用

文化庁審議官にⅠ種技術系区分
から採用した職員を登用

初等中等教育局児童生徒課生徒
指導室長にⅢ種試験から採用した
職員を登用



４． 採用（選考を含む）の状況（令和元年10月２日～令和２年10月１日）

（１）採用職員数
（単位：人）

（２）選考によって新たに採用した者のうち、公募手続を経て採用した者の状況
（単位：人）

選考によって新たに採用した者

うち女性 うち公募手続を経て採用した者

（割合） （割合） うち女性 （割合）

6 30.0% 15 75.0% 2 13.3%

（３）選考採用者のうち公募手続を経ずに採用した者について、公募手続を行わなかった具体的理由

（４）職位ごとの選考によって新たに採用した者の人数
（単位：人）

うち女性 うち女性 うち女性 うち女性

1 0 0 0 13 1 6 5

（５）選考採用により管理職（相当職含む。）以上を採用した事例

スポーツ庁長官

幹部職（相当職含む） 管理職（相当職含む） 課長補佐（相当職含む） 係長（相当職含む）以下

(注) 「選考によって新たに採用をした者」とは、一般職の常勤職員に係る選考採用のうち、特別職・地方公共団体等からの選
考採用、かつて職員であった者の選考採用又は人事交流の一環として行われる選考採用を除いたものをいう。

総数 うち女性

・高度に専門的な学識を有することや、視野が広く理解と識見を有すること、関係法令に精通していることな
どの学術的な知識・能力のほか、公正・中立に判断する資質を有することなどの観点から、総合的に人物を
見極めることが必要であり、公募を行った場合、そのような人材を確実に確保できるのか慎重な対応が求め
られるため。
・スポーツ庁長官については、スポーツ分野に精通する者から、スポーツ庁長官として相応しい能力及び適
性の有無を判断するための選考を省内の選考委員会で行い、適任者を選考した。その選考結果を踏まえ、
内閣人事局及び人事院との協議を経て任命した。
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